
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

港

湾

施

設

に

お

け

る

制

限

区

域

の

設

定

等

の

一

港

湾

課

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

包

括

外

部

監

査

契

約

の

締

結

行

政

改

革

推

進

室

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

の

更

新

○

令

和

二

年

度

管

理

理

容

師

資

格

認

定

講

習

会

の

生

活

衛

生

課

指

定

○

令

和

二

年

度

管

理

美

容

師

資

格

認

定

講

習

会

の

〃

指

定

○

岡

山

県

立

森

林

公

園

の

開

園

日

林

政

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

基

本

測

量

の

実

施

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

岡

山

県

公

報

令和２年４月１０日 第１２１８４号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
三
十
号

平
成
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
七
号
（
港
湾
施
設
に
お
け
る
制
限
区
域
の
設
定
等
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
四
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一
の
表
水
島
港
の
項
中

「

玉
島
ハ
ー
バ
ー
ア
イ
ラ
ン
ド
六
号
埠
頭
岸
壁
及
び
こ
れ
に
接
す
る
港
湾
施
設
の
所

を

在
す
る
区
域
で
縦
覧
用
図
面
に
定
め
る
区
域

」

「

玉
島
ハ
ー
バ
ー
ア
イ
ラ
ン
ド
六
号
埠
頭
岸
壁
及
び
こ
れ
に
接
す
る
港
湾
施
設
の
所

在
す
る
区
域
で
縦
覧
用
図
面
に
定
め
る
区
域

に
、

玉
島
ハ
ー
バ
ー
ア
イ
ラ
ン
ド
七
号
埠
頭
岸
壁
及
び
こ
れ
に
接
す
る
港
湾
施
設
の
所

在
す
る
区
域
で
縦
覧
用
図
面
に
定
め
る
区
域

」

「

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
イ
の
地
点
と
ニ
の
地
点
を
結
ぶ
水
島
港
港

湾
区
域
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

イ
の
地
点

玉
島
ハ
ー
バ
ー
ア
イ
ラ
ン
ド
六
号
埠
頭
岸
壁
の
水
際
線
の
北
端
の

点

を

ロ
の
地
点

イ
の
地
点
か
ら
九
一
度
二
三
分
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
の
地
点

ロ
の
地
点
か
ら
一
八
一
度
二
三
分
六
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
の
地
点

ハ
の
地
点
か
ら
二
七
一
度
二
三
分
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

」

「

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
イ
の
地
点
と
ニ
の
地
点
を
結
ぶ
水
島
港
港

湾
区
域
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

イ
の
地
点

玉
島
ハ
ー
バ
ー
ア
イ
ラ
ン
ド
六
号
埠
頭
岸
壁
の
水
際
線
の
北
端
の
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点

ロ
の
地
点

イ
の
地
点
か
ら
九
一
度
二
三
分
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
の
地
点

ロ
の
地
点
か
ら
一
八
一
度
二
三
分
六
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
の
地
点

ハ
の
地
点
か
ら
二
七
一
度
二
三
分
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

に

改

め

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
イ
の
地
点
と
ニ
の
地
点
を
結
ぶ
水
島
港
港

湾
区
域
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
地
域

イ
の
地
点

埠
頭
施
設
一
号
渡
橋
と
水
際
線
が
重
複
す
る
線
分
の
北
端
を
円
心

と
す
る
半
径
三
六
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
円
と
水
際
線
が
交
わ
る
点
の

う
ち
北
側
の
点

ロ
の
地
点

イ
の
地
点
か
ら
九
一
度
二
七
分
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
の
地
点

ロ
の
地
点
か
ら
一
八
一
度
二
七
分
三
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
の
地
点

ハ
の
地
点
か
ら
二
七
一
度
二
七
分
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

」

る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
包
括
外
部
監
査
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
し
た
。

令
和
二
年
四
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期

令
和
二
年
四
月
一
日

二

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

基
本
費
用
、
執
務
費
用
及
び
実
費
と
す
る
。

三

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

上
坂

岳
大

住
所

岡
山
県
岡
山
市
北
区
尾
上
一
七
一
三
番
地
一

四

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
後
に
一
括
払
を
す
る
。
た
だ
し
、
業
務
の
実
施
上
必
要
と
認

め
る
と
き
は
、
前
金
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
二
年
四
月
十
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

株
式
会
社
末
田
薬
局

津
山
市
田
町
九

三

令
和
二
年
四
月
一
日

－

令和２年４月１０日　岡山県公報　第１２１８４号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理

理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
二
年
四
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

二

講
習
日
程

第
一
日

令
和
二
年
十
月
五
日

第
二
日

令
和
二
年
十
月
十
二
日

第
三
日

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日

三

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

講

習

科

目

講

習

時

間

公
衆
衛
生

四
時
間

理
容
所
の
衛
生
管
理

十
四
時
間

四

講
習
会
場
の
名
称
及
び
所
在
地

山
陽
新
聞
社

岡
山
県
岡
山
市
北
区
柳
町
二
丁
目
一

一

－

五

講
習
予
定
人
員

二
十
名

六

受
講
料

一
万
六
千
円

七

問
い
合
わ
せ
先

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

広
島
県
広
島
市
中
区
大
手
町
二

八

五
合
人
社
広
島
大
手
町
ビ
ル
十
階

－
－

電
話
〇
八
二

二
三
六

一
一
五
〇

－
－
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
美

容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
二
年
四
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

二

講
習
日
程

第
一
日

令
和
二
年
十
月
五
日

第
二
日

令
和
二
年
十
月
十
二
日

第
三
日

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日

三

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

講

習

科

目

講

習

時

間

公
衆
衛
生

四
時
間

美
容
所
の
衛
生
管
理

十
四
時
間

四

講
習
会
場
の
名
称
及
び
所
在
地

山
陽
新
聞
社

岡
山
県
岡
山
市
北
区
柳
町
二
丁
目
一

一

－

五

講
習
予
定
人
員

百
三
十
名

六

受
講
料

一
万
六
千
円

七

問
い
合
わ
せ
先

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

広
島
県
広
島
市
中
区
大
手
町
二

八

五
合
人
社
広
島
大
手
町
ビ
ル
十
階

－
－

電
話
〇
八
二

二
三
六

一
一
五
〇

－
－

令和２年４月１０日　岡山県公報　第１２１８４号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

岡
山
県
立
森
林
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
立
森
林
公
園
の
令
和
二
年
の
開
園
日
を
同
年
四
月
十
三
日
と
す
る
。

令
和
二
年
四
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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〔
一
三
九
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
四
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
二
年
四
月
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｔ
Ｅ
Ｃ
．
Ｅ
Ｃ
Ｏ
再
生
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

諏
訪
部

正

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
玉
島
柏
島
六
六
五
一
番
地
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
不
特
定
多
数
の
県
民
・
団
体
に
対
し
て
、
社
会
技
術
の
啓
発
と
伝
承
に
よ
り
、
快

適
な
自
然
環
境
の
再
生
と
豊
か
な
社
会
を
構
築
す
る
と
い
う
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
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〔
一
四
〇
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国

土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
四
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

岡
山
県
全
域

基
本
測
量
（
航
空
重
力
測
量
）

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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〔
一
四
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
四
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
南
溝
手
字
野
荒
四
一
八

一
、
四
一
八

一
〇

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
一
一
二

一
警
察
官
舎
三
〇
二

－

黒
川

勝
平

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
二
四
号
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